
第１ 生産物分類策定の背景 

生産物分類とは、国際連合統計部が作成する中央生産物分類（ＣＰＣ：Central Product 

Classification）（以下「ＣＰＣ」という。）によると、経済活動の産出物である生産物について、

国内又は国際的な取引の対象となり得るすべてのもの及びストックに組み入れることができるす

べてのもの（輸送可能財・不可能財及びサービス）を対象とした分類であるとされている。 

国際標準統計分類のうち生産物分類に該当するものとしては、前述のＣＰＣのほか、アメリカ、

カナダ、メキシコの北米３か国が作成した北米生産物分類システム（ＮＡＰＣＳ:North American

Product Classification System）（以下「ＮＡＰＣＳ」という。）、欧州共同体が作成した欧州共

同体生産物分類（ＣＰＡ：Statistical Classification of Products by Activity in the European 

Community）（以下「ＣＰＡ」という。）、世界関税機関（ＷＣＯ）が作成した商品の名称及び分類に

ついての統一システム（ＨＳ:Harmonized Commodity Description and Coding System）（以下「Ｈ

Ｓ」という。）などがある（図表１－１）。 

一方、我が国には、現在、統計を商品別に表示する場合の標準分類として日本標準商品分類（Ｊ

ＳＣＣ：Japan Standard Commodity Classification）（以下「ＪＳＣＣ」という。）が存在する（Ｊ

ＳＣＣの分類構造を生産物の国際分類であるＣＰＣ、ＮＡＰＣＳ及びＣＰＡと比較した図につい

ては図表１－２を参照）。しかし、同分類は、①財分野のみでありサービス分野に関しては未整備、

②利用事例は少ない、③平成２年６月を最後に改定が行われていない、などの状況にある。

このような状況の中、平成 21年４月から全面施行された新しい統計法に基づき定められた「公

的統計の整備に関する基本的な計画」（平成 21 年３月 13 日閣議決定）（第Ⅰ期基本計画）におい

ては、「日本標準商品分類におけるサービスの取扱いについて研究を進め、新たな統計基準として

設定することの可否を決定する」こととされた。これを踏まえ、総務省では、関係府省及び学識

経験者により構成される検討会議を開催し検討を行ったが、①各種統計調査が対象とする産業分

野の商品相互を比較する機会が多くないこと、②国民経済計算の精度向上の観点から構築される

商品分類体系が一次統計側の各行政ニーズと必ずしも一致しないことなどから、統計基準として

の設定は行わないこととされた。 

その後、第Ⅱ期基本計画（平成 26年３月 25日閣議決定）においては、「各種経済統計の精度向

上に当たっては、多面的な経済活動を把握するため、現在設定されていないサービスも含めて、

需要サイドの概念による生産物分類の構築が有益である」ことから、「サービスの分野を含んだ生

産物分類の設定に向け、段階的に検討を進める」こととされ、これを踏まえ、総務省において改

めて検討を進めていた。 

そうした中、平成 29 年１月に、内閣官房長官を議長とする統計改革推進会議が開催され、抜本

的な統計改革のための検討が開始された。平成 29 年５月 19 日に公表された同会議の最終取りま

とめにおいては、ＧＤＰ統計の精度向上を図るため産業連関表の供給・使用表（ＳＵＴ：Supply 

and Use Tables）（以下「ＳＵＴ」という。）体系への移行を行うこととされ、そのための基盤整

備として、「総務省は、平成 30 年度までに、サービス分野について用途の類似性による基準を指

向した生産物分類を整備する。（注）また、2023 年度までに、財分野についても上記基準を指向した

生産物分類の見直しを行う」とされた（図表１－３、１－５）。また、生産物分類の整備について

は、平成 30 年３月６日に閣議決定された「公的統計の整備に関する基本的な計画」（第Ⅲ期基本
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計画）においても明記された（図表１－４）。 

 

(注) サービス分野の生産物分類については、平成 29 年度から 30年度における 20 回にわたる生産物

分類策定研究会での議論を踏まえて平成 31 年４月 25 日に策定（政策統括官（統計基準担当）決

定）された。詳細については、「生産物分類策定研究会の記録 －サービス分野の生産物分類の検討

（第１回～第 20回）－」を参照されたい。 
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図表１－３ 統計改革推進会議最終取りまとめ（平成 29年５月 19日）（抜粋） 

２．ＧＤＰ統計を軸にした経済統計の改善  

（３）生産面を中心に見直したＧＤＰ統計への整備 

 ② ＳＵＴ体系に移行するための基盤整備 

   関係府省は、サービス分野を含め経済・産業構造の現状を的確に把握するため、以下に

掲げる取組を本年度から③のスケジュールに沿って順次進める。 

・ 総務省は、来年度までに、サービス分野について用途の類似性による基準を指向した

生産物分類を整備する。また、2023 年度までに、財分野についても上記基準を指向した

生産物分類の見直しを行うとともに、生産技術の類似性による基準に配慮しつつ社会経

済情勢に合わせた産業分類の見直しを行う。 

 

③ ＳＵＴ体系への移行に向けたスケジュールとリソースの確保 

   内閣府は、2021年度に年次ＳＵＴの改善を図る。産業連関表作成府省庁は、2020年を対

象年次とする産業連関表（2024 年度公表予定）でサービス分野についてＳＵＴ体系による

作成等を進め、内閣府は、2025 年度に予定される国民経済計算（ＳＮＡ）の基準改定で、

副業の生産構造や投入構造の把握改善による年次ＳＵＴの刷新に取り組む。 

   産業連関表作成府省庁は、2025年を対象年次とする産業連関表（2029年度公表予定）か

らＳＵＴ体系に移行し、内閣府は、2030 年度に予定されるＳＮＡの基準改定において、全

産業の直接推計による年次ＳＵＴの構築に取り組む。 

 
 
 
 
 
図表１－４ 公的統計の整備に関する基本的な計画（平成 30年３月６日閣議決定）（抜粋） 

項 目 具 体 的 な 措 置 、 方 策 等 担当府省 実施時期 

イ  生産面を

中心に見直

した国民経

済計算への

整備 

○ 生産物分類の構築について、財及び

サービスの特性を踏まえて検討を推進

し、平成30年度（2018年度）までにサ

ービス分野について、35年度（2023年

度）までに財分野を含めた全体につい

て生産物分類を整備する。 

 

総務省 平成 30 年度(2018 

年度)までにサービ

ス分野について、35

年度(2023 年度) ま

でに全体について生

産物分類を整備す

る。 
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図表１－５ 統計改革推進会議最終取りまとめ（平成 29年５月 19日）（抜粋） 
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